訪問看護重要事項説明書
＜　令和　　　年　　　月　　　日　現在＞
　伊勢崎佐波医師会病院訪問看護ステーション（以下「事業所」とします）は、ご利用者様（以下「利用者」とします）に事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上の注意について説明します。
1． 事業の目的
　　利用者が住み慣れた地域社会や家庭での療養生活が継続できるように支援し、心身の機　
　能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図ることを目的としています。
2． 訪問看護事業の運営方針
1） 介護保険法その他の関係法令を遵守します。
2） 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って訪問看護を提供します。
3） 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、
計画的に訪問看護を提供します。
4） 訪問看護を提供するに当たっては、主治医、居宅介護支援事業所その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密な連携に努めます。
３．訪問看護ステーションの概要

１）指定番号およびサービス提供地域
	事業所名
	一般社団法人　伊勢崎佐波医師会病院訪問看護ステーション

	所在地
	〒372―0024　　群馬県伊勢崎市下植木町４８１番地

	介護保険指定番号
	訪問看護（1060490008・群馬県知事指定）

	サービスを提供する地域　
	伊勢崎市・玉村町


· 上記以外の地域の方でもご希望の方はご相談下さい。

２）職員体制
	
	資格
	常勤
	非常勤
	業務内容
	計

	管理者
	看護師
	１名
	
	業務管理・訪問看護提供
	１名

	サービス提供者
	看護師
	２名
	
	訪問看護提供
	２名


３）営業時間
	月～金
	午前８時３０分～午後５時


※国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までは除く。
電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。
前項の規定にかかわらず緊急・依頼時は、この限りではない。
　緊急連絡先：080-4888-0071　　0270-24-0111（代表）
4． 訪問看護のサービス
1） 事業所は訪問看護の提供に際し、主治医による指示を文書（訪問看護指示書）で受け、
サービスを提供します。訪問看護指示書料は、利用者負担となります。
　２）サービス内容
○医師の指示による医療処置

○リハビリテーション
○病状、障害、全身状態の観察　　○ターミナルケア、難病、認知症患者等の看護
○褥瘡の予防、処置


○食事及び排泄の介助等日常生活の世話
○体位の変換



○家族その他介護者に対する指導
○カテーテル等の管理

○清拭及び洗髪等による清潔の保持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
５．利用料等について
１）介護保険利用料
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、介護保険負担割合証の示す割合額となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
	
	介 護
	介護予防
	
	

	２０分未満
	314円
	303円
	早朝（午前６時～午前８時）
	基本料金に対して25％増し

	３０分未満
	471円
	451円
	夜間（午後６時～午後10時）
	

	３０分以上１時間未満
	823円
	794円
	深夜（午後10時～午前6時）
	基本料金に対して50％増し

	１時間以上１時間30分未満
	1,128円
	1,090円
	緊急時訪問看護加算Ⅱ1
	574円/月

	サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
	6円/回
	特別管理加算
	（Ⅰ）
	500円/月

	複数名訪問加算
	30分未満
	254円/回
	
	（Ⅱ）
	250円/月

	
	30分以上
	402円/回
	ターミナルケア加算
	2,500円/月

	初回加算
	300円/月・350円/月
	看護・介護職員連携強化加算
	250円/月

	退院時共同指導加算
	600円/回
	
	

	　＊上記の金額に地域区分別に掲げる10.21を乗じて得た額の請求となります。　


1 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。

2 特別管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の区分の内容は次のとおりとなります。
	・特別管理加算（Ⅰ）
	在宅悪性腫瘍患者、在宅気管切開患者、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者。

	・特別管理加算（Ⅱ）
	在宅酸素療法患者、在宅中心静脈栄養法患者
在宅成分栄養経管栄養法患者、真皮を超える褥瘡の状態の者

人工肛門を設置している状態の者、点滴注射を週3日以上行う必要がある状態の者


3 緊急時訪問看護加算、特別管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ）、ターミナルケア加算
特別地域訪問看護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目となります。

２）交通費
事業所から、サービス提供地域を越えた片道２０キロメートル以上の地域にお住まいの方は、
３００円の実費となります。

６．医療保険利用料
医療保険でサービスを利用される場合は、下記に該当の場合対象となります。
・介護保険の対象でない方　　　・医療保険適応の疾患の方
・特別訪問看護指示書を交付された方
　　＜医療保険が適応となる疾患等＞
　　多発性硬化症　重症筋無力症　スモン　筋委縮性側索硬化症　脊髄小脳変性症　　末期がん
　　ハンチントン舞踏病　進行性筋ジストロフィー　プリオン病（クロイツフェルト・ヤコブ病）
　　パーキンソン病関連疾患　後天性免疫不全症候群　多系統委縮症　亜急性硬化性全脳炎
　　ライソゾーム病　　副腎白質ジストロフィー　　　精髄性筋委縮症　球精髄性筋委縮症
　　慢性炎症性脱髄性多発神経炎　　頚髄損傷　　人工呼吸器を使用している状態
1） 基本利用料
疾患や訪問の頻度によって異なりますので、詳細については訪問スタッフにご確認ください。
原則として、保険料+交通費（250円）となります。保険料は、利用者の保険の種類によって自己負担額が異なります。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
　＜保険料＞
　　指定訪問看護事業所（訪問看護ステーション）
　　　【訪問看護基本療養費】
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（週３日目まで）　　　　　　　　　　5,550円

　　　　　　　　　　　　　　　　（週４日目まで）　　　　　　　　　　6,550円
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（２日以降）　訪問看護管理療養費１　3,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問看護管理療養費２　2,500円
　　　　　　　　
　　　　　　　　緊急時訪問看護加算　　　　　　　　6,520円　　
　　　　　　　　長時間訪問看護加算　　　週１回　　5,200円
　　　　　　　　複数名訪問看護加算　　　週１回　　4,500円
　　　　　　　　夜間・早朝訪問看護加算　　　　　　2,100円/日
　　　　　　　　深夜訪問看護加算　　　　　　　　　4,200円/日
　　　　　　　　
　　　　　　　　２４時間対応体制加算　　　　6,520円
　　　　　　　　退院支援指導加算　　　　　　6,000円・8,400円退院時に指導を行った場合
　　　　　　　　退院時共同指導加算＋特別管理指導加算　10,000円/退院・退所時に指導を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行った場合

　　　　　　　　　　　　＋
　　　　　　　　訪問看護情報提供療養費１　　　　1,500円/月　　　　　
　　　　　　　　訪問看護ターミナル療養費　　　　25,000円/死亡月
　　　　　　　　訪問看護医療DX情報活用加算　　５０円（月１回）
　　　　　　　　

　　

＊身体障害者手帳をお持ちで、１級または２級の認定を受けており、福祉医療受給資格者証をお持ち
　の場合保険料はかかりません。特定疾患医療受給者をお持ちの方や、受給者証に基づき自己負担
　が発生することがあります。
2） 利用者が希望する特別の訪問看護を提供した場合、利用料の差額として、次の額を徴収します。
休日における訪問看護差額利用料　　1,000円/回
　３）指定訪問看護に要した交通費は、一律250円として実費を徴収します。

　４）オンライン資格確認の義務化

　　　訪問看護においてもオンラインでの資格確認が必要となります。オンライン資格確認はマイナンバーカードを利用して、訪問看護ステーションが準備したモバイル端末等で利用者の医療保険における資格情報等を取得する仕組みです。その際４桁の暗証番号の入力が必要となります。また、ご利用者またはご家族の同意により、診療/薬剤情報・特定検診情報等情報を閲覧することで業務の効率化や高い医療の提供につながります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
７．各種保険共通
１）　死後の処置料は、１０，０００円のご負担となります。
　２）　お客様のお住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者様のご負担となります。

　３）料金のお支払方法

　　　　毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、１０日以内にお支払い下さい。

お支払いいただきますと、領収証を発行致します。

８．サービスの利用方法

１）サービスの利用開始

　　　お電話等でお申込み下さい。当事業所職員がお伺いいたします。

　　　契約締結し、サービスの提供を開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談下さい。

２）サービスの終了

　　①お客様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申込み下さい。

　　②事業者の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了約１ヶ月前までに文書で通知いたします。

　　③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
１）利用者様が介護保険施設に入所した場合
２）介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当（自立）
　　と認定された場合
　※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
３）利用者様がお亡くなりになった場合
　９．個人情報について

　　　サービス従業者は、サービスを提供する上で知り得た本人及びご家族に関する情報を、正当

　　　理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は期間終了後も同様です。個人情報は、サービ

　　　ス提供の為に利用するほか、サービス担当者会議等や施設運営、学術研究、教育、行政命令の

　　　遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。

　　　また、当施設は医療専門職等の学生等が、診療、看護、介護などに同席する場合があります。

　　　個人情報の取り扱いと個人情報利用目的については別紙を参照してください。

10．緊急時の対応方法

　　事業所は、現にサービスを行っている時に、利用者に病状の変化が生じた場合、その他必要な

　　場合には、速やかに主治医への連絡を行う措置を講じるとともに、利用者は予め指定する連絡先に連絡します。
　　緊急時の連絡電話番号　０２７０－２４－０１１１
（受付時間　月～金　午前８時３０分～午後５時）
　　０８０－４８８８－００７１（月～金　午後５時～午前８時３０分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（土・日・祝日　２４時間）
11.　事故発生時の対応方法

　　在宅療養中、利用者に事故等が発生した場合には、ご家族、市町村の介護保険課、ケアマネジャーに速やかに連絡を取り必要な措置を講じます。事業者は、訪問看護の提供により発生した事故
　　の原因を分析により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

　　　保険会社名　　一般社団法人　全国訪問看護事業協会

　　　保険名　　　　訪問看護事業者賠償責任保険
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４
12．相談・要望・苦情等の窓口
訪問看護に関する相談、要望、苦情等を承ります。
電話番号　０２７０－２４－０１１１　　担当　管理者　押尾　実千代
当事業所以外の公的機関
　　　伊勢崎市役所介護保険担当課　０２７０－２４－５１１１
　　　玉村町役場　介護保険係　　　０２７０-６５－２５１１
国民健康保険団体連合会　　　０２７－２９０－１３２３（苦情専用）
13．守秘義務に関する対策
　　事業者および従業員は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を守ります。また、退職時
　　においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業員との雇用契約の内容としています。
14.利用者の尊厳
　　利用者の人権・プライバシー保護のために業務マニュアルを作成し、従業員教育を行います。
15．虐待の防止のための措置に関する事項
　　虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。

　　１）虐待の防止のために対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

　　　　果について従業員に周知徹底を図る。

　　２）虐待の防止のための指針を整備する。

　　３）従業員に対し、虐待の防止のための研修会を定期的に実施する。

　　４）措置を適切に実施するための担当者を置く。

16．身体拘束に関する事項

　　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等は致しません。身体的拘束を行う場合には、利用者・家族から同意の上

実施します。また、その様子及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由を記録します。

17．感染症対策について
　　事業所において感染症が発生し、またまん延しないように次に掲げる措置を講じるも
　　のとする。

　　１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおお　

　　　　むね６カ月に１回以上開催するとともにその結果について従業員に周知徹底を図る。
　　２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

　　３）事業所において、従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓

　　　　練を定期的に実施する。
18．就業環境の確保について（パワハラ・セクハラの防止）

　　適切な訪問看護サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

　　又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ　

　　り、従業員の就業環境を害されることを防止するため方針の明確化等の必要な措置を講

　　ずるものとする。

19．業務継続計画（BCP）の策定に関する事項

　　感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護サービスの提供を継続

　　的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画（以下

　　「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずる

　　ものとする。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
１）従業員に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに必要な研修及び訓練

　　　　を定期的に実施するものとする。
　　２）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも

　　　　のとする。

　20．利用者の病状及び心身の状態に関する正確な情報の提供

　　　利用者の病状及び心身の状況等に応じた適切なサービスを提供するため、できるだけ

　　　正確な情報をご提供下さい。

　21．災害発生時の対応

　　１）事業者は災害の発生により訪問看護の提供が困難な場合、利用者に対して迅速に連

　　　　絡を行います。しかし、災害の被害状況により連絡は難しい場合は、連絡なく訪問

　　　　看護の業務を中止する場合があります。

　　２）事業者は関係期間からの情報や被害状況を把握し安全確認や必要な支援及び主治医

　　　　や関係期間との連携を行います。ただし、その規模や被害状況により、通常の業務

　　　　を行えない場合があります。また、気象庁からの地震情報、災害情報及び予知情報
　　　　等の発令の段階で、地域内での活動が危険があると判断した場合は、業務を行わな

　　　　い場合があります。また、被害の状況によっては、訪問先からサービス従事者を避

　　　　難させることがあります。

　22．感染予防について

　　１）在宅ケアにおける感染予防で手洗いは大変重要です。

　　　　利用者・家族から感染を守り、またサービス従事者自身を媒介しないために必要な

　　　　手洗いを行うため、手洗い場の提供をお願い致します。手洗い石鹸、タオルは各自

　　　　が持参します。

　　２）必要に応じて持参したマスクや使い捨てエプロン、ガウン、フェイスシールド、

　　　　ゴーグル。グローブ等を使用します。

　23．当事業所の概要

名称・法人種別

一般社団法人伊勢崎佐波医師会
代表者役職・氏名

会長　羽鳥　則夫
所在地


伊勢崎市下植木町４８１番地
電話番号


０２７０－２４－０１１１
定款の目的に定めた事業
１一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院





２一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター
３高齢者地域支援センター





４一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院訪問看護ステーション





５その他これに付随する業務

介護保険指定事業所等居宅介護支援

一般社団法人伊勢崎佐波医師会
訪問看護・介護予防訪問看護一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院訪問看護ステーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

令和　　年　　　月　　　日

訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。


　　　事業者
所在地　　伊勢崎市下植木町４８１番地

名　称　　一般社団法人伊勢崎佐波医師会
会長　　羽鳥　則夫　　　　　　　印
説明者　　一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院訪問看護ステーション
氏名　　　　　　　　　　　　　　印

私は、契約書および本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項の説明を受け同意しました。



利用者　住所




　氏名　　　　　　　　　　　　　　 印

　　
（代理人）　住所




　氏名　　　　　　　　　　　　　　 印　（続柄　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                           7                    訪問看護-033-005
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　





訪問看護基本療養費（Ⅰ）








訪問看護管理療養費





　　　　　　（例）


基本療養費の加算





　　　　　　（例）


　管理療養費の加算　　　　　








